国家知的財産権戦略綱要
わが国における知的財産権の創造・活用・保護・管理の能力を向上させ、イノベーション型国家を構築し、小康社会の全面的な構築との目標の達成に向けて、本綱要を制定する。
    
一、序文
    
　　（1）改革・開放して以来、わが国は経済社会に速い成長が続いており、科学・技術や文化の創作にも実質的な進歩が得られ、イノベーション力が継続して向上し、経済社会の発展における知識の役目がより著しくなってきた。新たな歴史のスタートラインに立ったわが国として、知的資源を積極的に開発し、運用していくことは、経済成長の方式転換、資源と環境による制限の緩和、国のコアコンピタンスの向上ならびに日々増大していく人々の物質的生活と文化的生活上のニーズへの満足においても、重大な戦略的意義がある。
    
　（2）知的財産権制度は、知的資源の開発と運用のための基本制度である。知的財産権制度は、知識およびその他情報に対する権利を合理的に確定することによって、知識や情報の創造、運用にあたって発生する利益関係を調整し、イノベーションを刺激して、経済の成長と社会の進歩を推進するよう働きかけている。いま、知的経済や経済のグローバル化が浸透していくなか、知的財産権は国の発展のための戦略的資源と国際競争力の中核的な要因となりつつあり、イノベーション型国家を構築する上での重要な支持および発展上の主導権を取るための鍵となっていく。国際社会は、知的財産権及びイノベーションの奨励をより一層、重要視している。先進国ではイノベーションを主要の動力源として経済の成長を推し進めており、知的財産権制度を十分活用して、競争上の優位性を擁護している。発展途上国では、国情に合わせた知的財産権の政策や措置を採用して自国の発展を促進させている。
    
　（3）長年積み上げた結果、わが国における知的財産権の法律・法規の体制が徐々に整備され、法執行の水準が向上し続けた。知的財産権の保有件数が急速に増加し、その効果・利益も日増しに現れている。市場主体に、知的財産権の運用力が徐々に向上している。知的財産権分野の国際的交流が増えつつあり、国際的影響力が徐々に強まっている。知的財産権制度の構築と実施によって、市場秩序を規範し、発明創造と文化の創作を奨励し、対外開放と知的資源の導入を促進しており、経済社会の発展に対して重要な役割を果たしている。しかし、全体を見ると、わが国の知的財産権制度にはまだ不備がある。自主的知的財産権の水準も保有件数も、まだ経済社会の発展上のニーズを満足させていないこと、知的財産権に対する人々の意識がまだ薄いこと、市場主体による知的財産権の活用能力がまだ強くないこと、知的財産権への侵害がまだ目立っていること、知的財産権の濫用行為がしばしば起きていること、知的財産権へのサービス支援体制や人材育成が遅滞していること、経済社会の発展を促進するという知的財産権制度の役割がまだ十分に発揮していないこと、がある。
    
　　（4）国家知的財産権戦略を実施し、知的財産権の創造・活用・保護・管理の能力を積極的に向上させることは、わが国の自主革新（イノベーション）能力の増強やイノベーション型国家の構築に寄与し、社会主義における市場経済体制の整備、市場秩序の規範化と誠実・信義を有する社会の構築に寄与し、わが国の企業の市場競争力の増強と国のコアコンピタンスの向上に寄与し、対外開放の拡大と互恵・ウィンウィンの実現に寄与する。知的財産権戦略を国の重要な戦略とし、知的財産権に関わる業務を確実に強化していかなければならない。

二、指針思想と戦略目標
   
　　（一）指針思想。
   
　　（5）国家知的財産権戦略の実施にあたって、鄧小平の理論と「三つの代表」の重要思想を指針として堅持し、科学的な発展観の浸透化を着実に深め、創造奨励、有効活用、法的保護、科学的管理との方針に基づいて、知的財産権制度の整備を着実に行い、知的財産権の良好な法的環境、市場環境、文化環境を積極的に作りあげ、わが国における知的財産権の創造・活用・保護・管理の能力を大幅に向上させ、イノベーション型国家の構築と小康社会の全面的な構築のために強力な支持を提供していかなければならない。
   
　　（二）戦略目標。
   
　　（6）2020年までに、わが国を知的財産権の創造・活用・保護・管理能力が比較的に高い国に築きあげる。知的財産権の法的環境がさらに整備され、市場主体における知的財産権を創造・活用・保護・管理する能力が著しく強くなり、知的財産権の意識が深まり、自主的知的財産権の水準も保有件数も、イノベーション型国家の構築を有効に支持でき、経済の発展、文化の繁栄と社会構築に対する知的財産権制度の促進役割が十分現れるようにする。
    
　　（7）この先五年間の目標は：
　　――自主的知的財産権の水準が大幅に向上し、保有件数がさらに増加する。自国の出願者による発明特許の年間授与件数が、世界でもトップランクに入り、外国への特許出願が大幅に增加する。世界的に有名なブランドを育成する。コア版権産業の生産額が国内総生産に占める割合が、明らかに向上する。優れた植物新品種と高水準を持つ集積回路配置図設計を保有する。営業秘密、地理的表示、遺伝資源、伝統的知識と民間文化・芸術が有効に保護され、合理的に利用される。
    
　　――知的財産権の運用効果が著しく強まり、知的財産権集約型商品の割合が著しく向上する。企業における知的財産権の管理制度がさらに整備され、知的財産権分野への投入が大幅に增加し、知的財産権を活用して市場競争に参与する能力が著しく向上する。著名ブランドやコア知的財産権を保有し、知的財産権制度の活用に長け優位性を持つ企業が現れる。
    
　　――知的財産権保護の状況が明らかに改善される。海賊版、偽造・偽称などの侵害行為が明らかに減少し、権利擁護コストが明らかに低下し、知的財産権の濫用現象が効果的に抑制される。
    
　　――社会全体、特に市場主体の知的財産権意識が広範囲にわたって向上し、知的財産権をめぐる文化的雰囲気が、初歩的に整う。
    
三、戦略の重点
   
　　（一）知的財産権制度の整備。
    
　　（8）知的財産権に関わる法律・法規をさらに整備する。専利法、商標法、著作権法等の知的財産権専門法律及び関連法規の改正を適時に行う。遺伝資源、伝統的知識、民間文化・芸術と地理的表示等領域の立法を適時に行う。知的財産権の立法の連結と調整を強化し、法律・法規の操作性を増強する。反不正競争や対外貿易、科学・技術、国防等領域の法律・法規の中の知的財産権に関する規定を整備する。
    
　　（9）知的財産権をめぐる法執行と管理体制を整備する。司法による保護体制と行政の法執行体制の構築を強化し、知的財産権の司法による保護の主導的な役割を果たし、法執行の効率と水準を高めて、公共サービスを強化する。知的財産権の行政管理体制の改革を深め、権利と責任が統一された、合理的な業務分担、科学的な決定法、円滑な執行手順と強靭な監督を備えた知的財産権の行政管理体制を作り上げる。
    
　　（10）経済、文化と社会政策における知的財産権の主導的役割を強化する。産業政策、地域政策、科学・技術政策、貿易政策と知的財産権政策の連結を強化する。関連する産業の発展に適合した知的財産権政策を制定し、産業構造の調整と最適化を促進する。各地区の発展の特徴にあわせて、知的財産権支援策を整備し、地域の特色ある経済を育ち、地域経済の調和的な発展を促進する。重大な科学・技術プロジェクトのための知的財産権業務体制を構築し、知的財産権の取得と保護に重点を置いて、全プロセスにわたるフォローサービスに取り組む。対外貿易に関連する知的財産権政策を整備させ、対外貿易領域における知的財産権管理体制や早期警戒・緊急体制、海外での権利擁護体制と争議解決体制を構築し整備する。文化、教育、科学研究、衛生等の政策と知的財産権政策との調整や連結を強化し、文化、教育、科学研究、衛生等活動中においてイノベーション成果と情報を法によって合理的に利用する人々の権利を確保し、イノベーション成果の合理的な共有を促進する。公共危機に対する国の対応力を保障する。
    
　　（二）知的財産権の創造と活用の促進。
    
　　（11）財政、金融、投資、政府調達政策と産業、エネルギー、環境保全政策を適用し、市場主体による知的財産権の創造と活用を導き、支援する。科学・技術によるイノベーション活動における知的財産権政策の主導的役割を強化し、技術イノベーションは法律に適合した産業化を基本的な前提条件とし、知的財産権の取得を目標とし、技術標準の形成を目指す方向とすることを堅持する。国の支援によって開発された科学研究成果の権利帰属と利益共有の仕組みを整備する。知的財産権の指標を科学・技術計画の実施評価体制及び国有企業の実績評価体制に盛り込む。知的財産権集約型商品の輸出割合を徐々に上げ、貿易の成長方式の根本的な転換と貿易構成の最適化とレベルアップを促進する。
    
　　（12）企業が知的財産権を創造・活用する主体となるよう、推進する。自主革新成果の知的財産化、商品化、産業化を促進し、知的財産権の譲渡、許諾、担保等手段を通じて知的財産権の市場価値を実現するよう、企業に指導する。知的財産権の創造における大学、研究所の重要な役割を十分、発揮する。重点的な技術分野を一部選定し、コア自主的知的財産権や技術標準を形成させる。一般市民による発明創造と文化のイノベーションを奨励する。優秀な文化製品の創作を促進する。
    
　　（三）知的財産権保護の強化。
    
　　（13）知的財産権侵害行為の懲罰処置に関する法律・法規を改正し、司法による懲罰処置の度合いを強める。権利者自らが権利を擁護するという意識と能力を高める。権利擁護コストを削減し、権利侵害の代価を引き上げ、侵害行為を有効に抑制する。
    
　　（四）知的財産権濫用の防止。
    
　　（14）関連する法律・法規を制定し、知的財産権の境界を合理的に定め、知的財産権の濫用を防止して、公正な競争のための市場秩序と人々の合法的権益を維持する。
    
　　（五）知的財産権文化の育成。
    
　　（15）知的財産権の宣伝を強化し、社会全体の知的財産権意識を高める。知的財産権の普及のために広範囲にわたった教育に取り組む。精神文明の創造建設活動および、国の法律普及教育に知的財産権に関する内容を盛り込む。社会全体で、イノベーションに誇りを持ち、剽窃に恥を感じる、誠実・正義に誇りを持ち、偽称・偽造、詐欺に恥を感じるという倫理観を主張し、知識尊重、イノベーション提唱、誠実・法律遵守との知的財産権文化を形成する。
    
四、専門任務
    
　　（一）専利。
    
　　（16）国家の戦略的需要を主導として、バイオと医薬、情報、新材料、先端製造、先端エネルギー、海洋、資源環境、現代農業、現代交通、宇宙航空等技術分野で前倒しにプランを立て、コアテクノロジーに関する専利を保有して、わが国のハイテク産業と新興産業の発展を支えていく。
    
　　（17）標準化に関連する政策を制定し、整備する。専利を標準に盛り込むような行為を適正化する。企業や業界・協会の国際的標準化の制定への積極的な関与を支持する。
    
　　（18）職務発明制度を整備し、イノベーションに対する職務発明者の発明意欲の促進に有益である上、特許を取得した技術の実施推進にも有益な利益配分メカニズムを確立する。
    
　　（19）専利権の付与条件に基づいて専利審査の手続きを整備し、審査の質を高める。正常でない専利出願を防ぐ。
    
　　（20）専利の保護と公共利益との関係を的確に扱う。法によって専利権保護を図るとともに、強制許諾制度を整備し、例外制度の役割を発揮し、合理的な関連政策を検討・制定し、公共危機の発生時に人々が必要とする製品とサービスを適時且つ十分に取得できるよう、保証する。
   
　　（二）商標。
    
　　（21）商標権者と消費者の合法な権益を確実に保護する。法執行能力を増強し、偽造・偽称等の侵害行為を厳正に取り締まり、公正に競争する市場秩序を維持する。
    
　　（22）企業による商標戦略の実施、経済活動における自主的商標の使用を支持する。商標の含意の充実と商標付加価値の拡大、商標の知名度の向上によって、馳名商標となるよう、企業に指導する。企業による商標の国際登録、商標権益の擁護、国際競争の参入を奨励する。
    
　　（23）農業の産業化における商標の役割を十分、発揮する。市場主体による商標登録と使用を積極的に推進し、農産品の品質向上や食品安全の保証、農産品の付加価値の向上と市場競争力の増強を促進する。
    
　　（24）商標管理を強化する。商標審査の効率を向上させ、審査期間を短縮し、審査の質を保証する。市場規律を尊重し、馳名商標や著名商標、知名商品、有名ブランド製品、優秀ブランドの認定等問題を確実に解決する。
    
　　（三）著作権。
    
　　（25）メディアと出版、放送・テレビ・映画、文学と芸術、文化とレジャー、広告設計、美術と工芸、コンピュータソフトウェア、情報ネットワーク等著作権関連産業の発展を支援し、顕著な民族特色と時代的特徴を持つ作品の創作を支持し、市場競争の参入が難しい優秀な文化作品の創作を助成する。
    
　　（26）制度を整備して著作権の市場化を促進する。著作権の担保や、作品の登記と譲渡契約のリスト登録等制度をさらに整備し、著作権の利用方法を拡大し、著作権の取引コストとリスクを低減する。著作権の市場化における著作権集団管理組織、業界・協会、代理機構等仲介機構の役割を十分、発揮させる。
    
　　（27）海賊版行為を法によって処置し、海賊版行為への処罰力を強める。大規模な海賊版製品の製造販売、発信の行為を重点として取り締まり、海賊版行為の動きを抑制する。
    
　　（28）著作権保護が、インターネット等新技術の発展から挑戦を受けることについて有効に対応する。著作権の保護と情報発信の保障との関係を適正に扱う。法によって著作権を保護するとともに、情報の発信を促進しなければならない。
    
　　（四）営業秘密。
    
　　（29）市場主体が法により営業秘密管理制度を構築するよう、指導する。法によって他人の営業秘密を窃取する行為を取り締まる。営業秘密の保護と就職の自由、秘密に関わる者への競業制限と合理的な人材流動化の関係を法によって扱い、従業員の合法な権益を保護する。
    
　　（五）植物新品種。
    
　　（30）奨励メカニズムを作り、新品種の育成を助成し、育種のイノベーション成果が植物新品種権へ転換されるよう、推進する。植物新品種育成者権を保有する種苗事業者の形成を支援する。植物新品種保護のための技術的なサポート体制を構築し、整備する。植物新品種試験ガイドラインの制定を加速し、審査・試験のレベルを向上させる。
    
　　（31）資源の供給者、育成者、生産者と経営者との間の利益関係を合理的に調整し、農民の合法な権益の保護に留意する。植物新品種育成者権の保護に対する種苗事業者および農民の意識を高め、品種育成者権者や品種の生産・経営事業者および新品種を使用する農民が、共同して利益を得られるようにする。
    
　　（六）特定領域における知的財産権。
    
　　（32）地理的表示の保護制度を整備する。地理的表示の技術基準体制、品質保証体制および検査体制を構築し、整備する。地理的表示の資源を調査し、地理的表示使用製品を助成し、地元の特色ある自然や文化的資源上の優位性が現実の生産力に転換するよう促進する。
    
　　（33）遺伝資源の保護、開発と使用の制度を整備し、遺伝資源の流失と無秩序な使用を防止する。遺伝資源の保護、開発と使用との利害関係を協調し、遺伝資源の取得と利益共有のための合理的な仕組みを構築する。遺伝資源提供者のインフォームド・コンセント権を保障する。
    
　　（34）伝統的知識の保護制度を構築し、整備する。伝統的知識の整理と継承を助成し、伝統的知識の発展を促進する。伝統医薬の知的財産権の管理、保護と利用の協調メカニズムを整備し、伝統的加工技法の保護、開発と使用を強化する。
    
　　（35）民間文化・芸術への保護を増強し、民間文化・芸術の発展を促進する。民間文化・芸術作品を徹底して発見し、民間文化・芸術の保管者と継続創作者との間で利益を合理的に共有するメカニズムを構築し、関連する個人や団体の合法な権益を保護する。
    
　　（36）集積回路配置図設計専有権の効果的な運用を強化し、集積回路産業の発展を促進する。
    
　　（七）国防知的財産権。
    
　　（37）国防知的財産権の統括的な協調・管理メカニズムを構築し、権利の帰属と利益の配分、有料使用、奨励メカニズムおよび緊急時の技術の有効実施等の重大な問題の解決を図る。
    
　　（38）国防知的財産権の管理を強化する。知的財産権管理を国防科学研究、生産、経営および装備の調達、保障とプロジェクト管理など各セグメントに導入し、重大な国防知的財産権の制御力を増強する。キーテクノロジー・ガイドラインを発表し、武器装備のキーテクノロジーならびに軍用と民用を連結したハイテク領域で、自主的知的財産権を形成する。国防知的財産権のセキュリティー事前警戒メカニズムを構築し、軍事技術の提携と軍需品貿易における国防知的財産権について特別審査を行う。
    
　　（39）国防知的財産権の活用を促進する。国防知的財産権の秘密保持と秘密開示制度を構築し、国家安全と国防利益を確保したうえで、国防知的財産権が民用領域へ移転するよう働きかける。民用領域の知的財産権が国防領域で活用するよう、奨励する。
   
五、戦略措置
    
　　（一）知的財産権の創造力の向上。
    
　　（40）企業を主体とし、市場主導とした、産業・教育・研究機構の連携による自主的知的財産権の創造体制を構築する。研究開発の起案や経営活動の展開の前に、知的財産権情報を検索するよう、企業に指導する。企業によるオリジナル・イノベーション、集約的イノベーションおよび導入・消化・吸収した上でのイノベーションを通じて、自主的知的財産権を形成することを支持し、イノベーション成果を知的財産権に転換する能力を高める。企業等の市場主体による国外での知的財産権取得を支持する。企業による競争パターンの改善、技術イノベーションの強化、製品の品質とサービスの品質の向上を指導し、企業による著名ブランドの構築を支持する。
    
　　（二）知的財産権の転換・活用の奨励。
    
　　（41）イノベーション要素の企業への集中を指導・支持し、大学や科学研究所のイノベーション成果が企業に移転するよう働きかけ、企業による知的財産権の運用と産業化を推進し、産業化期間を短縮する。知的財産権をめぐる各種のテスト・モデル作業をさらに展開し、知的財産権の活用力や知的財産権の競争への対応力を全面的に向上させる。
    
　　（42）市場主体による技術資料と営業秘密の管理制度の整備、知的財産権の価値評価、統計と財務勘定制度の構築、知的財産権の情報検索や重大事項の事前警戒等制度の策定、対外的連携に関する知的財産権管理制度の整備を奨励・支持する。
    
　　（43）市場主体が知的財産権に関わる侵害行為と法的訴訟に法に従って対応するよう奨励し、知的財産権をめぐる紛争への対応力を向上させる。
    
　　（三）知的財産権の法制整備の加速。
    
　　（44）知的財産権の特徴に適応した立法メカニズムを構築し、立法の質を高め、立法プロセスを加速する。知的財産権の立法に関する予見的研究を強化し、立法後の評価を行う。立法の透明性を増やし、企業や業界・協会、一般市民による立法への関与機会を拡大する。知的財産権に関する法律改正と立法の解釈を強化し、知的財産権をめぐる新たな問題点に向けて適時且つ有効的に対応する。知的財産権の基本的法律の制定の必要性と操作性を検討する。
    
　　（四）知的財産権に関する法執行水準の向上。
    
　　（45）知的財産権に関する裁判体制を完備し、裁判のための資源配置の最適化を図り、救済手続きの簡潔化につなげる。知的財産権をめぐる民事・行政・刑事事件の受理を統括して行う知的財産権専門法廷の設置を検討する。専利等技術性が比較的に高い事件の裁判管轄権の適宜集中に関する問題を研究し、知的財産権の上訴法院の設置を検討する。知的財産権の裁判機構をより整備し、知的財産権の司法組織を充実し、裁判・執行能力を高める。
    
　　（46）知的財産権への司法解釈に関わる業務を強化する。知的財産権をめぐる事件に持つ高い専門性等の特徴に対して、司法鑑定や、専門家証人、技術面の調査等訴訟制度を構築・整備し、知的財産権の起訴前一時措置の制度を整備する。専利と商標の権利確定や権利付与手続きを改革し、専利の無効審判ならびに商標の審理評定機構を準司法的機構に転換させることを検討する。
    
　　（47）知的財産権の法執行組織の質を向上させ、法執行のための資源を合理的に配置し、法執行の効率を高める。繰り返し侵害や、集団的な侵害および大規模な偽造・偽称、海賊版等の行為に対して、計画を練り、重点を置いたうえで、知的財産権保護の特別行動に取り組む。行政の法執行機関から刑事の司法機関への知的財産権案件の刑事移送と、刑事の司法機関が知的財産権をめぐる刑事事件の受理の度合いを強める。
    
　　（48）税関の法執行力を拡大し、知的財産権の国境保護を強化し、良好な輸出入秩序を維持し、わが国の輸出商品の名声向上につなげる。税関取締の国際連携メカニズムを十分活用し、国境をまたぐ知的財産権違法犯罪行為を取り締まり、国際的な知的財産権保護事業における税関の影響力を発揮する。
    
　　（五）知的財産権の行政管理の強化。
    
　　（49）地域と業界における知的財産権戦略を制定・実施する。重大な経済活動における知的財産権の審議制度を構築・整備する。経済社会発展のニーズに適合した自主的知的財産権の創造と産業化プロジェクトを助成する。
    
　　（50）知的財産権の管理組織を充実させ、業務研修を強化し、職員の素質を向上させる。県級以上の人民政府は経済社会発展上の必要性に応じて、相応した知的財産権管理機構を設置できるものとする。
    
　　（51）知的財産権の審査と登録制度を整備し、能力開発を強化し、手続きの最適化や効率向上、行政コストの削減を図り、知的財産権に関する公共サービスの水準向上につなげる。
    
　　（52）国の知的財産権基礎的情報の公共サービスプラットフォームを構築する。専利、商標、著作権、集積回路配置図設計、植物新品種、地理的表示等知的財産権に関する高品質な基礎的情報バンクを構築し、わが国の検索手段と慣習に適応した汎用検索システムの開発を加速する。植物新品種保護試験機関と保存機関を整備する。国防知的財産権の情報プラットフォームを構築する。各地区や各関連業界に、自らのニーズに適合した知的財産権情報バンクを構築するよう、指導・奨励する。知的財産権のシステム集約、資源統合と情報共有を促進する。
    
　　（53）知的財産権の事前警戒・応急メカニズムを構築する。重点領域における知的財産権の発展情勢報告を発表し、発生し得る知的財産権紛争、争議と突発的事件など、広範囲に及び、影響の大きなものには、事前予防計画を策定し、適切に対応して、損失を制御し、軽減させる。
    
　　（六）知的財産権の仲介業務の発展。
    
　　（54）知的財産権の仲介業務管理を整備し、業界自制を強化し、信用情報管理や信用判断と信用失墜行為への懲戒等の誠実・信義に関する管理制度を策定する。知的財産権評価業務を規範化させ、評価への社会的信用度を向上させる。
    
　　（55）知的財産権仲介業務の資格取得研修制度を策定し、仲介業務への就業訓練を強化して、資格管理の規範化を図る。知的財産権弁理士等仲介業務従事者の資格範囲を明確にし、関連する弁護士代理制度の構築を検討する。国防知的財産権の仲介業務体制を整備する。仲介機構の知的財産権の渉外出願や紛争の処理に関する業務能力ならびに国際的な知的財産権事業への関与能力を積極的に向上させる。
    
　　（56）業界・協会の役割を十分発揮し、業界・協会による知的財産権業務を支持し、知的財産権に関わる情報交換を促進して、共同の権利擁護を展開させる。業界・協会による知的財産権業務に対する政府の監督・指導を強化する。
    
　　（57）技術市場の役割を十分発揮し、情報量が十分で、取引が活発である、秩序の良好な知的財産権取引システムを築く。取引手続きを簡潔にし、取引コストを削減して、良質なサービスを提供する。
    
　　（58）市場化した知的財産権情報サービスを育成し、発展させ、各レベルによる知的財産権情報へのニーズを満足させる。知的財産権情報化の構築に対する民間資金の投資を奨励し、企業による価値増加型の知的財産権情報の開発と運用への参入を奨励する。
    
　　（七）知的財産権人材の育成。
    
　　（59）部門間の協調メカニズムを構築し、知的財産権の人材育成に統合的なプランを立てる。国家と省級の知的財産権人材バンクと専門人材情報ネットワークプラットフォームの構築を加速する。
    
　　（60）国家の知的財産権人材育成基地を複数、設置する。知的財産権分野の高水準な教員人材の育成を加速する。知的財産権を二級学科として設置し、条件を満たす大学による知的財産権修士、博士の学位授与機構の設置を支持する。大規模に各級・各種の知的財産権専門人材を養成し、企業として早急に必要とする知的財産権の管理人材と仲介業務人材を重点的に養成する。
    
　　（61）研修計画を制定し、党・政府の指導者幹部、公務員、企業・事業単位の管理職、専門技術者、文学芸術の創作者、教員等を対象とする知的財産権研修を広範囲に行う。
    
　　（62）知的財産権の専門人材の招聘、活用、管理に関する制度を整備し、人材構成の最適化を進め、人材の合理的な流動を促進する。公務員法の施行に合わせて、知的財産権の管轄部門における公務員の管理制度を整備する。国による職階制度改革の全体の要求事項に従い、知的財産権人材の専門技術評価システムを構築・整備する。
    
　　（八）知的財産権文化の育成推進。
    
　　（63）政府が主導し、報道機関がサポートし、一般市民が広範にわたって関与する知的財産権の宣伝体制を構築する。協調メカニズムを整備し、関連する政策と業務計画を制定して、知的財産権の宣伝と普及化および知的財産権文化の育成を推進する。
    
　　（64）大学で知的財産権に関するコースを開設し、知的財産権教育を大学生の素質教育体系に盛り込む。全国の中小学校の知的財産権普及教育計画を制定・実施し、知的財産権の内容を中小学校教育カリキュラムに盛り込む。
    
　　（九）知的財産権の対外交流と協力の拡大。
    
　　（65）知的財産権領域における対外交流や協力を強化する。知的財産権情報の対外連絡・交換メカニズムを構築し、整備する。国際的ならびに区域における知的財産権の情報資源及びインフラ施設の構築と利用に関する交流・協力を強化する。知的財産権人材の養成面の対外連携を奨励する。知的財産権学課の受講を選定するよう、国費留学生を指導し、自費留学生に推薦する。海外の知的財産権領域における高級人材の導入或いは雇用を支持する。国際間の知的財産権をめぐる秩序の構築を積極的に関与し、国際機関による関連議題には効果的に関与する。
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